
令和７年度 福祉用具プランナー認定講習要綱 

 

１．趣旨 

「福祉用具プランナー認定講習」は、介護の現場等において適正な福祉用具の利用が促進

されるよう、福祉用具の取り扱いに関する知識や個々の福祉用具の利用方法などの専門知識

を有する人材の育成を図るとともに、福祉用具供給に携わる様々な職種の者に、福祉用具の

適正な取り扱いについての共通認識を育て、その共通認識を基盤として総合的に生活支援を

行うための、知識・技術の習得を目的とする。 

 

２．主 催 

公益財団法人 テクノエイド協会               

                                                

３． 集合講習実施機関   

滋賀の縁創造実践センター 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

 

４．受講条件 

   「受講資格条件」「実務経歴」及び「ｅラーニング講習受講環境」を満たしている者  

 

【受講資格条件】（いずれか１つに該当すること） 

  ①指定福祉用具貸与事業所または指定特定福祉用具販売事業所において、福祉用具専門

相談員として業務に従事している者又は従事した経験のある者 

  ②福祉用具関連業務に従事している者又は従事した経験のある下記の者 

      保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、 

義肢装具士、介護支援専門員、建築士 

    ③その他、特に講習受講の有効性があると公益財団法人テクノエイド協会が認める者 

 

【実務経歴】 

     福祉用具プランナー認定試験実施日において、福祉用具専門相談員業務または、福祉

用具関連業務に 2年以上従事した経験がある者 

 

【eラーニング講習受講環境等】 

    ①自宅もしくは職場等で e ラーニング学習に必要な環境（インターネットに接続可能で

ある等）、機材を持ち、その操作が可能であること 

     ※別紙「eラーニング講習受講のための PC等の環境に係る要件」参照 

    ②受講者個人用のメールアドレスを所持していること。 

     ※職場の代表メールアドレスは不可 

 

５．講習内容および期間   

(１)（公財）テクノエイド協会が定める e ラーニング講習科目と集合講習科目の両方を履

修する。  ※(別紙１参照) 



・ｅラーニングによる講習期間 

2025年 ７月１日（火）～2025年８月 29日（金）  

※期間内に全科目を終了していないと試験を受けられません 

・集合講習期間（講義・実技・演習・修了試験） 

2025年 ９月２日（火）～2025年 11月６日(木)の期間内で９日間  

※（別紙２参照） 

   (２) 履修方法 

    ① e ラーニング講習科目については、指定する期間内に、テクノエイド協会が設定する

サーバーにアクセスして履修します。 

    ② eラーニングの講習期間内に全科目を終了していないと、集合研修は受けられません。 

            ③ 「講義・実技・演習・認定試験」科目については、集合講習(計９日間)にて履修しま

す。 

 

６．集合講習会場 

滋賀県立長寿社会福祉センター（滋賀県草津市笠山７丁目８－138） 

 

７．募集定員 

   25名 

   

８．申し込み方法 

   次の（１）～（３）の書類全て（サイズは全てＡ４に統一）を、次の提出先まで郵送もしく

は持参してください。 

   【申込書類】（１）「福祉用具プランナー認定講習受講申込書」（様式１） 

         （２）「実務経歴証明書」（様式２） 

         （３）資格証の写し 

【提出先】 〒525-0072 草津市笠山 7-8-138 

         滋賀県社会福祉協議会 福祉用具センター 福祉用具プランナー担当 

          

９．申込締切 

   2025年５月 30日（金）必着 

 

10．受講決定の連絡 

（１）受講者の決定は受講の要件を審査して決定します。なお、受講希望者が定員を超過

した場合は、滋賀県内の方を優先し先着順に決定します。    

（２）受講可否の案内は滋賀県社会福祉協議会から 6月中旬までにメールで通知します。 

 

 

 

 

 



11．受講費用および納付方法 

   受講料 41,000円 

   （１）ｅラーニング利用料＋テキスト代      21,000円（税込） 

   （２）集合講習受講料              20,000円（税込） 

   ※納付先が 2箇所になりますので、ご注意ください。   

   （１）については、（公財）テクノエイド協会から案内します。 

（２）については、滋賀県社会福祉協議会から受講決定通知にて案内します。 

   

12．認定書の交付 

次の条件を満たした受講者を認定講習修了者とし、（公財）テクノエイド協会より「福祉用

具プランナー認定書」を交付します。 

 （１）eラーニング履修期間内に、eラーニング全科目を履修し、各科目の履修確認試験

に合格すること。 

 （２）集合講習において全科目を履修し、「福祉用具プランナー認定試験」に合格するこ

と。 

 （３）認定試験合格通知に同封の案内に従い、(公財)テクノエイド協会へ登録申請を行

うこと。 

 

13. 補講・再試験 

   （公財）テクノエイド協会ＨＰ「福祉用具プランナー情報システム」内「様式ダウンロー

ド」より、「福祉用具プランナー認定講習（補講・再試験）申込書」をダウンロードし、「滋

賀県社会福祉協議会 福祉用具センター」までお申し込みください。 

※再試験費用 3,100円（消費税込）は、(公財)テクノエイド協会へのお支払となります。 

 

14．個人情報の取り扱いについて 

   本会個人情報保護規程に基づき、申込書に記載いただいた事項につきましては、本研修以

外での使用は致しません。 

 

15．問い合わせ先 

  （１）ｅラーニング講習に関すること 

公益財団法人 テクノエイド協会 試験研修部   

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ４Ｆ 

 TEL 03-3266-6884  FAX 03-3266-6885 

 

（２）講習全般に関すること 

  社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 福祉用具センター 担当 足立 

     〒525-0072 

      滋賀県草津市笠山７丁目８－138   県立長寿社会福祉センター内 

     TEL 077-567-3907  FAX  077-567-3967 



  

 

 

◆何らかの警報が発令された場合など、講習日程や開催方法等を変更する場合が 

ありますのでご了承ください。 

このような場合は、福祉用具センターホームページ「新着情報」でお知らせ 

しますと共に、以後の対応について個別に連絡します。 

 

【↓ホームページはこちらから】 

 

 

 

 

 https://www.shigashakyo.jp/yogu/ 


